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表紙

証券コード：6919

第61回　定時株主総会

招 集 ご 通 知

開催日時 2023年６月27日（火曜日）
午前10時（受付開始予定　午前９時30分）

開催場所 東京都立川市曙町２丁目40番15号
パレスホテル立川　４階　ローズルーム
（会場が前回と異なっておりますので、末尾
の「会場ご案内図」をご参照いただき、お間
違えのないようご注意ください。）

議　　案 第1号議案　取締役（監査等委員であるもの
を除く。）４名選任の件
第2号議案　監査等委員である取締役3名選
任の件　

※株主総会ご出席の株主さまへのお土産はございません。

あらかじめご了承いただきますよう、お願い申しあげます。

ケル株式会社
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招集ご通知

〔証券コード：6919〕
（発送日）2023年６月５日

（電子提供措置開始日）2023年５月24日
株 主 各 位

東京都多摩市永山六丁目17番地７
ケ ル 株 式 会 社
代表取締役社長 春 日 　 明

【当社ウェブサイト】
https://www.kel.jp/investor/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/6919/teiji/

第61回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第61回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に関しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい

て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式について」「株主総
会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスしていただき、「銘柄名（会社名）」に「ケル」または当社

証券コード「6919」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択して、「縦
覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットにより議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行使についてのご案内」
（３～４頁）をご参照のうえ、2023年６月26日（月曜日）午後５時30分までに議決権を行使して
くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

１.日 時 2023年６月27日（火曜日）午前10時（受付開始予定　午前９時30分）
２.場 所 東京都立川市曙町２丁目40番15号

パレスホテル立川　４階　ローズルーム
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、
お間違えのないようご注意ください。）

３.目 的 事 項
報 告 事 項 １．第61期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算
書類監査結果報告の件

２．第61期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

記

以　上
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ

げます。
本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主さまに一律に電子提供措置事項を記載した書

面をお送りいたします。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前
の事項および修正後の事項を掲載してお知らせいたします。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年６月27日（火曜日）
午前10時

2023年６月26日（月曜日）
午後５時30分到着分まで

2023年６月26日（月曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書はイメージです。

第１号議案および第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号をご記入ください。

議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

3 新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」
を入力

「ログイン」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

－ 4 －
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事前ご質問の受付

株主の皆さまからの第61回定時株主総会への事前のご質問を下記ウェブサイトにてお受けいたし
ます。頂いたご質問・ご意見の中で多かったものを中心に、株主総会や当社ウェブサイトにて紹
介させて頂く予定です。株主総会で取り上げることができなかったご質問につきましては、今後
の経営の参考とさせていただきます。
受付期間：2023年５月24日（水）～2023年６月20日（火）午後５時30分まで
ウェブサイト：　URL　https://v.sokai.jp/6919/2023/kel61/
※右記ＱＲコードを読み取っていただくとウェブサイトにアクセスできます。
※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

事前ご質問の受付につきまして

※ログインの際は、ID（株主番号８桁）とパスワード（株主さまのご登録住所の郵便番号）が必要と
なります。
※議決権行使書用紙を投函する前に必ずお手元に株主番号をお控えください。

－ 5 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

１

かす
春

 

　
が
日

 

　
 

　
 

　
あきら
明

(1971年５月10日生)

    1995年    4 月 当社入社
    2014年    7 月 第三技術部長
    2018年    4 月 技術副本部長
    2019年    6 月 取締役技術本部長
    2020年    4 月 商品戦略室部長
    2021年    6 月 常務取締役技術本部長

2022年    6 月 代表取締役社長
技術本部長（現任）
現在に至る

4,500株

（重要な兼職の状況）
旺昌電子股份有限公司董事長

（取締役候補者とした理由）
主に技術部門を中心とした経歴をもち、当社事業における豊富な業務経験と見識を有しておりま
す。2022年６月より代表取締役社長に就任し、経営全般を統括する役割を適切に果たしておりま
すことから、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者としました。

２

せき
関

 

　
ね
根

 

　
けん
健

た
太

ろう
郎

(1973年９月27日生)

    1997年    4 月 当社入社
    2014年    7 月 第二営業部長
    2018年    4 月 営業副本部長
    2020年    6 月 取締役営業本部長
    2021年    4 月 経営企画室部長（現任）
    2021年    6 月 常務取締役営業本部長

現在に至る

5,400株

（重要な兼職の状況）
科陸電子貿易(上海)有限公司董事長

（取締役候補者とした理由）
営業部門を中心に当社業務に関する多様で豊富な経験・実績・見識を有していることから、取締役
として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者としました。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）全員（４名）は、本総会

終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会におきまして審議がなされましたが、指摘するべき

点はないとの意見を得ております。
取締役の候補者は、次のとおりであります。

－ 6 －
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取締役（監査等委員であるものを除く。）選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

３

よ
代

 

　
なが
永

 

　
ひで
秀

 

　
のぶ
延

(1964年１月４日生)

    1982年    4 月 当社入社
    2010年    4 月 製造技術部長
    2014年    10月 第二製造部長
    2018年    4 月 生産副本部長
    2021年    6 月 取締役生産本部長

現在に至る

10,500株

（取締役候補者とした理由）
生産・製造技術部門を中心に当社業務に関する多様で豊富な経験・実績・見識を有していることか
ら、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者としました。

4

まき
牧

 

　
た
田

 

　
なお
直

 

　
き
規

(1971年２月12日生)

    1993年    4 月 株式会社サンクスアンドアソシエイツ（現　
株式会社ファミリーマート）入社

    2007年    12月 ミホウジャパン株式会社入社
    2008年    8 月 アイディホーム株式会社入社
    2010年    1 月 当社入社
    2021年    4 月 総務部長
    2021年    6 月 取締役管理本部長

2023年    4 月 取締役コーポレート本部長
現在に至る

6,400株

（取締役候補者とした理由）
管理部門を中心に当社および当社以外での業務を通じ多様で豊富な経験・実績・見識を有している
ことから、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者としました。

（注）１. 取締役候補者春日明氏は、旺昌電子股份有限公司の董事長を兼務しておりますが、同社は当社100％
出資の子会社であるため、特別の利害関係はありません。

２. 取締役候補者関根健太郎氏は、科陸電子貿易(上海)有限公司の董事長を兼務しておりますが、同社は
当社100％出資の子会社であるため、特別の利害関係はありません。

３. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
４. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締

役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の
被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

－ 7 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

１

おお
太　

た
田　

みつ
三　

お
男

(1960年７月20日生)

1983年４月 株式会社三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入社
2004年９月 四日市支社支社長
2014年４月 新東工業株式会社入社
2015年７月 執行役員コーポレート部長
2019年６月 当社取締役監査等委員

現在に至る

3,500株

（監査等委員である取締役候補者とした理由及び社外取締役として期待される役割の概要）
2019年から監査等委員である取締役として取締役の職務執行を監査・監督し、その職責を果たし
ております。また、金融業界での会計・財務の知識や経験に加え、産業用機械メーカーでの管理部
門の担当執行役員として経営に参画し、多様で豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で当
社の経営に適切な助言をいただけると判断したため、引き続き社外取締役（監査等委員）候補者と
しました。
社外取締役（監査等委員）の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年であります。

２

はら
原

 

　
 

　
 

　
とし
俊

 

　
ひこ
彦

(1960年３月24日生)

1982年３月 本多通信工業株式会社入社
1993年５月 当社入社
2017年６月 当社取締役生産本部長
2021年６月 当社取締役監査等委員

現在に至る

3,800株

（監査等委員である取締役候補者とした理由）
2021年まで当社取締役生産本部長として従事しており、当社業務に関する多様で豊富な知識・経
験を有しております。取締役の職務執行を監査・監督する監査等委員として、同氏の当社取締役と
しての知識・経験が活かされることにより、その職責を果たせると判断したため、引き続き取締役
（監査等委員）候補者としました。
取締役（監査等委員）の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年であります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監

査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 数

３

※
やま
山

 

　
もと
本

 

　
く
恭

 

　
に
仁

 

　
こ
子

（現姓：吉田）
(1973年３月14日生)

1998年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トー
マツ）入所

2002年４月 公認会計士登録
2012年７月 有限責任監査法人トーマツ　パートナー就任
2022年１月 監査法人Ｂｌｏｏｍ設立　代表パートナー就

任（現任）
2022年11月 ＡＭＢＬ株式会社　社外監査役就任（現任）

現在に至る
（重要な兼職の状況）
監査法人Ｂｌｏｏｍ　代表パートナー
ＡＭＢＬ株式会社　社外監査役

－株

（監査等委員である取締役候補者とした理由及び社外取締役として期待される役割の概要）
公認会計士の資格を有し、公認会計士として多様で豊富な専門知識や経験を有しております。独立
した立場で当社の経営に適切な助言をいただけるとともに、多様性推進や風土改革でも貢献いただ
けると判断したため、新たに社外取締役（監査等委員）候補者としました。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 太田三男氏および山本恭仁子氏は、社外取締役候補者であります。
３. 当社は、太田三男氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出

ております。太田三男氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。ま
た、山本恭仁子氏が選任された場合は、同氏を独立役員とする予定であります。

４. 当社は、太田三男氏および原俊彦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、太田三男氏および原俊彦氏
の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、山本恭仁子氏が選任され
た場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

５. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締
役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の
被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

６. ※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
以　上
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監査等委員である取締役選任議案

氏名 企業経営 技術研究
開発

新製品
開発

営業
マーケティング

製造
品質

財務
会計

人材開発
人事

コンプライアンス
リスク管理

サステナビリティ
グローバル

取
締
役

春日明 男性 再任
　

● ● ● ● ●

関根健太郎 男性 再任
　

● ● ● ●

代永秀延 男性 再任
　

● ● ●

牧田直規 男性 再任
　

● ● ● ●

監
査
等
委
員

太田三男
男性 再任

　 ● ● ● ●
社外 独立

原俊彦 男性 再任　 ● ● ●

山本恭仁子
女性 新任　 ● ● ●
社外 独立

＜ご参考＞　本株主総会終結後の取締役のスキルマトリックス
当社は「コネクタメーカーとして、世界に貢献できる企業になる」という経営ビジョンのもと、持

続的な成長と中長期的な企業価値向上を通じて、人々が豊かに便利にそして快適に暮らせるよう、社
会の発展に貢献する企業を目指して経営に取り組んでいます。

取締役会は会社経営および経営ビジョン実現の観点から、当社にとって重要と考えられる知識・知
見を備えるべきであると認識しており、企業経営、当社の事業基軸である技術研究・開発、営業マー
ケティング、製造・品質、サステナビリティ、グローバルなどを必要なスキルセットとしております。

第１号議案、第２号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成および各取締役の専門性は、
下記のとおりとなります。

なお、下記の一覧表は各取締役候補者の有するすべての知見・経験を表すものではなく、代表的と
思われるスキルとして表したものです。
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当事業年度の事業の状況

(2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月31日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果
〈全般的な営業の状況〉

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染対策の緩和から経済正常化
が進み、国内では個人消費は緩やかに回復が見られ、企業においては供給制約の影響を受けつ
つも、設備投資は製造業を中心に底堅い動きとなりました。世界経済では、地政学的リスクの
長期化やエネルギー価格の高騰、急激な為替変動など経済環境の不安定な状況が続いております。

当社グループが属するエレクトロニクス業界は、世界的な半導体不足やサプライチェーンの
混乱による供給制約の影響を受けたものの、経済の回復を背景に需要の拡大が見られました。
また、国内外の設備投資回復を背景に需要が拡大したことにより、産業用途等で需要が堅調に
推移いたしました。

このような環境の中、今年度は、基本方針を「１．魅力ある新製品開発を促進し、商品群を
増強する。２．事業、市場、地域、利益を含めたビジネス全体を拡大する。３．５Ｇ、新エネ
ルギー市場等の新市場を開拓する。」とし、運営方針である「１．コネクタ事業の底上げ、機
器事業の付加価値ビジネスへの転換、ハーネス事業の強化・拡大へ向けた事業改革を推進す
る。２．フローティング／高速伝送／圧着／ハイパワー／防水を強化する。３．欧州、中国、
北米の販売体制を強化する。４．工業／車載／画像／医療／通信・５Ｇ市場を注力市場とす
る。５．生産力を強化する。」を推進し、付加価値ビジネスを強化し、海外事業の拡大を進
め、コストマネジメントの強化による収益性の向上に努めてまいりました。また、５Ｇ／Ｉｏ
Ｔ周辺機器市場向け高速伝送コネクタの開発やフローティングコネクタ・防水コネクタの拡充
など、市場・顧客のニーズに応える製品を開発・提供してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は145億円（前連結会計年度比13.3％増加）となり
ました。

利益面につきましては、営業利益24億円（同13.5%増加）、経常利益は円安による外貨建
債権債務の評価替え等による為替差益１億16百万円の計上もあり25億36百万円（同
18.4％増加）、親会社株主に帰属する当期純利益17億25百万円（同18.6％増加）となりました。
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当事業年度の事業の状況

区 分 売 上 高 構 成 比

コ ネ ク タ 12,858百万円 88.6％

ラ ッ ク 1,298 9.0

ソ ケ ッ ト 243 1.7

そ の 他 99 0.7

合 計 14,500 100.0

〈製品別の状況〉
コネクタの売上高は、画像機器向け監視カメラ、車載機器向けカーナビやドライブレコーダ

ーの受注は減少しましたが、工業機器向け制御装置・半導体製造装置、通信機器向けルーター
の受注が好調に推移したことにより128億58百万円（前連結会計年度比13.5％増加）となり
ました。

ラックの売上高は、超音波診断装置・ＣＴ等の電子応用医療機器向け特注ラック等の受注が
増加したことにより12億98百万円（同13.9％増加）となりました。

ソケットの売上高は、遊技機器向けの受注が増加したことにより２億43百万円（同8.2％増
加）となりました。

その他の売上高は、99百万円（同1.7％減少）となりました。

企業集団の製品別の売上高は、次のとおりであります。

②　設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は10億19百万円となりました。
設備投資の主なものは次のとおりであります。

イ．当連結会計年度中に実施した設備投資
・金型設備の新設および更新
・機械設備の増設

ロ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失
該当事項はありません。
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当事業年度の事業の状況

③　資金調達の状況
該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。
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財産および損益の状況

区 分 第58期
(2020年３月期)

第59期
(2021年３月期)

第60期
(2022年３月期)

第61期
(当連結会計年度)
(2023年３月期)

売 上 高( 百万円 ) 10,591 10,163 12,793 14,500

営 業 利 益( 百万円 ) 1,026 988 2,114 2,400

経 常 利 益( 百万円 ) 1,055 1,008 2,142 2,536

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益( 百万円 ) 702 725 1,455 1,725

１株当たり当期純利益( 円 ) 96.66 99.82 200.29 237.51

総 資 産( 百万円 ) 15,271 15,958 18,385 19,678

純 資 産( 百万円 ) 11,948 12,494 13,854 15,040

区 分 第58期
(2020年３月期)

第59期
(2021年３月期)

第60期
(2022年３月期)

第61期
(当事業年度)
(2023年３月期)

売 上 高( 百万円 ) 9,839 9,480 11,820 13,310

営 業 利 益( 百万円 ) 896 813 1,759 2,132

経 常 利 益( 百万円 ) 958 895 1,909 2,340

当 期 純 利 益( 百万円 ) 648 657 1,305 1,622

１株当たり当期純利益( 円 ) 89.29 90.46 179.63 223.30

総 資 産( 百万円 ) 14,374 14,993 17,205 18,253

純 資 産( 百万円 ) 11,285 11,718 12,799 13,823

⑵　財産および損益の状況
①　企業集団の財産および損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
２. 当連結会計年度の状況につきましては、「⑴当事業年度の事業の状況」に記載のとおりであります。

②　当社の財産および損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
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重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

旺 昌 電 子 股 份 有 限 公 司 29,000千NTドル 100.0％ 当社と同事業

科陸電子貿易（上海）有限公司 60,000千円 100.0％ 当社と同事業

⑶　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

⑷　対処すべき課題
当社グループは、「コネクタメーカーとして、世界に貢献できる企業となる」を経営ビジョン

に掲げ、経営基本方針である「オープンで、フェアな企業活動を基本として、信頼される企業を
目指す。」「最先端技術の研究と開発に努め、お客様のご要望にお応えする魅力ある商品を提供
する。」「個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる。」「効率的
な経営を通じて、長期安定的な成長と、共存共栄を実現する。」に基づき、市場の動向を見極
め、お客様との対話を重ねることによって、幅広いニーズに対しオリジナリティあふれる最適な
製品を市場に供給しております。積極的な技術提案に基づき、お客様の期待に応える品質・サー
ビスの提供に努めることにより、企業価値の向上を図ってまいります。

中期計画の基本方針「魅力ある新製品開発を促進し、商品群を増強する。」「事業、市場、地
域、利益を含めたビジネス全体を拡大する。」「５Ｇ、新エネルギー市場等の新市場を開拓す
る。」に基づき、経営資源（人材・設備・資金）の効率を高め、販売／生産管理システムのスマ
ート化を推進し、製造コスト、販売管理費の低減を実施し、収益性の改善を図ってまいります。
また、成長を実現できる組織体制を構築し、社員がより能力を発揮できるよう、働き方の見直し
や制度の改善を進め、次世代に向けた人材の育成・獲得に努めてまいります。

第62期は「コネクタ事業の底上げ、機器事業の付加価値ビジネスへの転換、ハーネス事業の
強化・拡大へ向けた事業改革を推進する。」「フローティング／高速伝送／圧着／ハイパワー／
防水コネクタを強化する。」「欧州、中国、北米の販売体制を強化する。」「工業／車載／画像
／医療／通信･５Ｇ市場を注力市場とする。」「製品供給力を強化する。」を運営方針とし、市
場・商品の開発を積極的に行い、設備投資効率、生産性を向上し収益力を高め、海外市場への対
応力を向上させるよう事業を展開してまいります。

当社グループは、地政学リスクの長期化やエネルギー価格の高騰、急激な為替変動等により先
行きは不透明な状態が続くことも想定されます。引き続き国内外市場の変化やサプライチェーン
の影響を慎重に見極め対応してまいります。
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重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

区 分 主 要 製 品

コ ネ ク タ

0.4㎜/0.5㎜ピッチフローティングコネクタ、0.635㎜ピッチコネクタ、
1.27㎜ピッチコネクタ、1.5㎜/2.5㎜ピッチドロワーコネクタ、
5.08㎜ピッチ圧着ケーブル用コネクタ、極細同軸ケーブル用コネクタ、
2㎜/5㎜ピッチ防水コネクタ、カード用コネクタ

ラ ッ ク 汎用ラック、カスタムラック、ＩＥＣ規格ラック、
ＶＭＥバスラックシステム、コンパクトＰＣＩバスラックシステム

ソ ケ ッ ト ＩＣソケット

そ の 他 ロータリーコードスイッチ

⑸　主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当社グループは、主として次の品目の製造および販売を行っております。

名 称 所 在 地

本 社 東京都多摩市永山六丁目17番地７

山 梨 事 業 所 山梨県西八代郡市川三郷町

長 野 事 業 所 長野県北安曇郡池田町

南 ア ル プ ス 事 業 所 山梨県南アルプス市

宇 都 宮 営 業 所 栃木県宇都宮市

水 戸 営 業 所 茨城県ひたちなか市

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市中区

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市淀川区

⑹　主要な営業所および工場（2023年３月31日現在）
①　当社の主要な事業所

（注）上記の他、海外拠点として米国（カリフォルニア州）に駐在員事務所を設置しております。
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重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

名 称 所 在 地

旺 昌 電 子 股 份 有 限 公 司 台湾・新北市

科 陸 電 子 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 中国・上海市

科 陸 電 子 （ 香 港 ） 有 限 公 司 香港

K E L  E u r o p e  G m b H ドイツ・デュッセルドルフ市

②　子会社

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

306（58）名 ＋５（＋６）名

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

273（36）名 ＋４（＋４）名 40.5歳 16.4年

⑺　使用人の状況（2023年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人数を外数で記載しておりま
す。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 50

⑻　主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 30,000,000株

②　発行済株式の総数 7,743,000株

③　株主数 5,303名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

菊 水 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 512 千株 7.05 ％

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 291 4.01

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 291 4.01

橋 本 幸 雄 230 3.17

芹 澤 圭 二 217 2.99

ア ジ ア 電 子 工 業 株 式 会 社 181 2.50

ケ ル 社 員 持 株 会 169 2.33
B A N K  J U L I U S  B A E R  S I N G A P O R E
INDIVIDUAL PORTFOLIO NO.SG06922000-02 145 2.00

萩 原 慶 子 122 1.68

山 崎 万 希 子 119 1.64

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2023年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を476,457株保有しておりますが､上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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新株予約権等の状況

⑵　新株予約権等の状況
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 19 －



2023/05/23 19:22:05 / 22946122_ケル株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況、会計監査人の状況

氏　　名 会社における地位 担当および重要な兼職の状況等

春 日 　 明 代表取締役社長 技術本部長
旺昌電子股份有限公司董事長

関 根 健 太 郎 常務取締役 営業本部長
科陸電子貿易(上海)有限公司董事長

代 永 秀 延 取締役 生産本部長

牧 田 直 規 取締役 管理本部長

太 田 三 男 取締役
常勤監査等委員

原 　 俊 彦 取締役
監査等委員

泉 澤 大 介 取締役
監査等委員

公認会計士
扶桑電通株式会社取締役（監査等委員）

⑶　会社役員の状況
①　取締役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、各種会議への出席を
継続的、実効的に行うため、太田三男氏を常勤の監査等委員として選定しております。

２. 取締役（常勤監査等委員）太田三男氏および取締役（監査等委員）泉澤大介氏は、社外取締役であり
ます。なお、当社は太田三男氏および泉澤大介氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として指定し、同取引所に届け出ております。

３. 取締役（常勤監査等委員）太田三男氏および取締役（監査等委員）泉澤大介氏は、次のとおり財務お
よび会計に関する相当程度の知見を有しております。

⑴ 取締役（常勤監査等委員）太田三男氏は、1983年４月から2014年３月まで在職した金融機関で
の実務経験により、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

⑵ 取締役（監査等委員）泉澤大介氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相
当程度の知見を有しております。

４. 取締役（監査等委員）泉澤大介氏は扶桑電通株式会社の取締役（監査等委員）を兼任しております
が、当社と扶桑電通株式会社との間には特別の関係はありません。

５. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
⑴ 2022年６月28日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役社長土居悦郎氏は任

期満了により退任いたしました。
⑵ 2022年６月28日付で春日明氏は常務取締役（技術本部長）から、代表取締役社長（技術本部長）

に就任いたしました。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

②　責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、非業務執行取締役である太田三男氏、

原俊彦氏、泉澤大介氏と同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の規定する額としております。

③　役員等賠償責任保険契約に関する内容の概要
　当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保
険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任
の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されることとなります。
ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求に対しては損
害が補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、保険料は全額を当社が負担してお
り、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

役員区分 支給人員 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の額（千円）

固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役（監査等委員であ
るものを除く。） ５名 153,900 79,900 74,000 －

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

３名
（２名）

24,600
（18,600）

24,600
（18,600） － －

合計
（うち社外取締役）

８名
（２名）

178,500
（18,600）

104,500
（18,600） 74,000 －

④　取締役に支払った報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には､使用人兼務取締役の使用人分給与（２名 22,997千円）は含まれておりませ
ん。

２. 業績連動報酬は、毎期の業績改善を動機づけるため、連結業績および配当方針等を考慮した一定の基
準に基づき算出した額を役員賞与として、毎年一定の時期に支給しております。当事業年度の役員賞
与につきましては取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名に74,000千円を支給いたしま
す。

３. 株式報酬などの非金銭報酬は支給しておりませんが、固定報酬の中から役員持株会に一定の額を拠出
し、当社株式を取得しております。

４. 当事業年度末現在の取締役（監査等委員であるものを除く。）は４名であります。上記の支給人員と
相違しておりますのは、2022年６月28日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって任期満了に
より退任した１名が含まれているためであります。

⑤　取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の限度額は、2015年６月26日開催の第
53回定時株主総会において年額２億50百万円と決議しております（使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員であるものを除
く。）の員数は４名です。
　取締役（監査等委員）の報酬等の限度額は、2015年６月26日開催の第53回定時株主総会
において年額50百万円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委
員）の員数は３名です。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

⑥　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　当社は、2023年４月７日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容につ
いて監査等委員会の意見を確認しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会の
意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

イ．報酬等の体系
・取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員
賞与により構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
（月額報酬）
適切な水準を考慮し、役職別により決定する。
（役員賞与）
連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算出した額を賞与とし、毎年一
定の時期に支給する。
（報酬等の種類別の割合）
報酬等の種類別の割合は次を目安とする。

月額報酬　　30％から70％まで
役員賞与　　70％から30％まで

とし月額報酬と役員賞与の割合の合計が100％となるよう、それぞれの割合を決定する。
・取締役（監査等委員）の報酬等

取締役（監査等委員）の報酬等は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定
められた報酬限度額の範囲内で支給する。
（月額報酬）
適正な水準を考慮し、社外取締役・それ以外の別、常勤・非常勤の別、監査等委員会にお
ける職務の別等により決定する。
（役員賞与）
取締役（監査等委員）に対しては、役員賞与は支給しない。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

氏　　名 主　な　活　動　状　況

太 田 三 男
（ 社 外 取 締 役 ）

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、必要に応じ、取締役会の意思
決定の妥当性および適正性を確保するための発言を行っております。金融業界での
会計・財務の知識や経験に加え、産業用機械メーカーでの管理部門の担当執行役員
として経営に参画し、多様で豊富な経験と知識を有しており、特にリスクマネジメ
ント、コンプライアンスについて助言等を行っております。また、当事業年度に開
催された監査等委員会15回全てに出席し、監査結果についての意見交換、重要事項
の協議等を行っております。

泉 澤 大 介
（ 社 外 取 締 役 ）

当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席し、必要に応じ、公認会計
士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保する
ための発言を行っております。独立した立場から内部監査部門への助言・指導を実
施しました。また、当事業年度に開催された監査等委員会15回のうち14回に出席
し、監査結果についての意見交換、重要事項の協議等を行っております。

ロ．報酬等の決定
・取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等は、取締役会で決定する。
・取締役（監査等委員）の報酬等

取締役（監査等委員）の報酬等は、取締役（監査等委員）の協議により決定する。

⑦　社外役員に関する事項
社外役員の主な活動状況は次のとおりであります。

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 32,500千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 32,500千円

⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出
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会社役員の状況、会計監査人の状況

根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につい
て同意の判断をいたしました。

３. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③　会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いた
します。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査
等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由
を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制

⑸　業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
①　業務の適正を確保するための体制についての決定内容
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制の基本方針は次のとおりであります。

１. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため

に、企業行動基準、社内規程を全役職員に周知徹底させるとともに、これを実践的に運
用し、コンプライアンス体制の強化を図る。

（２）取締役及び使用人に対して定期的な教育を実施し、コンプライアンス尊重意識の高揚を
図る。

（３）反社会的勢力からの不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、組織全体で毅然
とした態度で対応し、一切の関係を遮断する。

（４）コンプライアンスの維持及び経営の効率性の確保は、各取締役が分掌範囲について責任
を持って行う。

（５）内部通報制度を活用し、違法行為や倫理違反等に対し、社内で自浄作用を働かせ、不祥
事の未然防止を図る。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、株主総会・取締役会・経営会議等の議事録、稟議決裁書その他職務の執行に係る情
報を文書管理規程の定めるところにより適切に保存し管理する。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）リスクマネジメント基本規程及び経営危機管理規程に基づき、リスク管理を適切に行う。
（２）内部監査室による各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見、早

期解決を図る。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）中期事業計画を定め、会社が達成すべき目標を明確化するとともに、各取締役の業務目

標を明確化し、その評価方法を明らかにする。
（２）取締役の意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については経営会議の合議によ

り慎重な意思決定を行う。
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業務の適正を確保するための体制

５. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（１）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
当社の企業行動基準を全子会社に適用し、子会社の全従業員に周知徹底させるととも
に、子会社の規程等を整備し、グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。

（２）子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき適切
に管理する。
当社は、子会社の経営成績、財務状況その他の重要な情報について、月次並びに四半期
毎に、決算財務報告及びその他の重要な情報の提出を求める。

（３）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の「リスクマネジメント基本規程」を全子会社に適用し、グループ全体のリスク管
理を適切に行う。

（４）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社が効率的に事業運営を行うために、子会社からの決算財務等の報告時
に、子会社の取締役等に対し、事業運営の状況等について担当役員がヒアリング等を実
施し、必要に応じてアドバイスを行い、対応策を検討する。子会社は、グループ全体の
事業計画に参画するために、半期毎に予算を策定し、当社の取締役会に諮るものとする。

６. 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告に係る内部統制基本方針書に基づき業務を運用し、財務報告の信頼性の向上を図り、
財務報告の内容に虚偽記載が生じることのないように努める。

７. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。

８．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）からの独立性に関する事項

（１）内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の指揮命令を受けない。

（２）内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て
決定する。
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業務の適正を確保するための体制

９. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の
確保に関する事項
内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令
に従うものとする。

10. 監査等委員会への報告に関する体制
（１）代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会等において、随時その担当する業務執行の

報告を行うものとする。
（２）取締役及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の

調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。
（３）取締役及び使用人は、法令の違反行為等、会社に重大な損害を与える事項の発生、また

は発生するおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告するもの
とする。

（４）子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員会から事業等の報告、または業務及び財産
の調査を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、その求めに迅速かつ的確に
対応するものとする。

（５）子会社の取締役等及び使用人は、法令の違反行為等、当社または子会社に重大な損害を
与える事実の発生、または発生するおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査
等委員会に報告するものとする。

11. 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行う
ことを禁止する。また、監査等委員会は、報告を行った者及びその内容については、管理体制
を整備し、報告を行った者が不利な取扱いを受けることを防止する。

12. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ず
る費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行についての費用の前払い・支払い請求をしたときは、当該費用が監査
等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかにその処理を行う。
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業務の適正を確保するための体制

13. 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査室及び子会社の取締役等と情報・意見交

換等を行う会合を定期的に開催し、緊密な連携を図るものとする。
（２）監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定

期的な会合を開催する。
（３）監査等委員会は、職務の執行にあたり必要な場合には、弁護士等の外部専門家等との連

携を図るものとする。

②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社グループにおきましては、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、そ
の基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。

１．コンプライアンス
　部長以上の社員と取締役で構成される経営会議において、コンプライアンスに関する意見交
換を行っており、コンプライアンス体制の強化と意識向上を図っております。また、企業行動
基準の遵守を年度方針の確認事項とし、当社およびグループ会社の全役職員に対し、企業行動
基準の実践を推進しております。
　また、当社では全役職員から会社の組織的・個人的な法令違反、反倫理的行為等に関する相
談・通報を通じ、不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的として内部通報制度を活用し
ており、内部通報制度の適正な運用を図るべく、内部通報制度運用規程を制定しております。

２．リスクマネジメント
　リスクマネジメント委員会を開催し、全社的なリスクに関する課題・対応策、リスクマネジ
メント推進のための重要事項等を決定しております。ＥＳＧ・ＳＤＧｓといったサステナビリ
ティ課題への対応は重要なリスク管理の一部であると認識しており、リスクマネジメント委員
会で取り組みを進めております。
　震災・テロ等の非常事態に備え、事業継続計画を策定し、事業の中断を最小限にとどめるこ
とを目的とした体制の構築を推進しております。また、情報セキュリティ教育の実施など、リ
スク管理体制の強化に努めております。
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業務の適正を確保するための体制

３．子会社管理
　関係会社管理規程に基づき、経営内容の把握のため、定期的に年次・四半期・月次決算等の
資料の提出および報告を求めており、内容について検討を行っております。また、子会社より
決算等の各種資料に基づき業績報告書が作成され、報告を受けております。
　また、定期的に親会社の取締役・監査等委員・内部監査室担当者・経理部担当者・総務部担
当者が子会社に出向き、業務の適正を確保するための体制および運用状況の監査・監督・指
示・指導等を行っております。

４．監査等委員会
　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準および内部統制システムに係る監査等委員会
監査の実施基準等に基づき職務を執行し、監査等の実効性の確保に努めております。また、内
部監査部門等との実効的な連携等を通じて、会社の業務および財産の状況に関する調査ならび
に取締役、使用人および会計監査人等から受領した報告内容の検証等を行い、取締役会に対す
る報告・提案、使用人に対する助言等を行っております。
　監査等委員会は監査等委員以外の取締役に係る選任等および報酬等に対する意見陳述権が付
与されております。コーポレートガバナンスの実効性向上のため、株主総会議案の有無にかか
わらず選任等および報酬等について毎年検討し、また後継者育成や報酬方針についても事業継
続の観点から業務執行取締役と議論を行い積極的に意見を述べております。当社の監査等委員
会は、常勤の監査等委員を置き情報収集に努めております。

５．内部監査体制
　内部監査室が内部統制システム監査を行い、その監査内容について監査等委員会と意見交換
し、監査や改善提案等の指示を受けるなど連携を図り、より実効的に監査が行える体制として
おります。また、代表取締役社長の直轄組織として、経営目標の達成に向けた効率的・効果的
な業務遂行と最高経営責任者として社長が認識するビジネス・リスク等のコントロールのた
め、受査部門への直接の調査および報告聴収を含む監査を行っております。

６．財務報告に係る内部統制
　財務報告に係る内部統制基本方針に基づき、有効な内部統制の仕組みを構築しております。
定められた内部統制の原則、目標、評価範囲・方法・体制に沿って運用されており、信頼性の
ある財務報告を作成しております。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

・１株当たり配当金 55円

・配当金の総額 399,659,865円

・効力発生日 2023年６月６日

⑹　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の利益配分の基本方針は、株主の皆様への利益還元を重視し安定的な配当の維持に努める
ことに加え、連結業績に応じた配当を行うことを基本とし、連結配当性向は40％以上を目標と
いたします。
内部留保につきましては、事業拡大・競争力強化に向けた新製品・新技術開発ならびに中長期
の設備投資等の原資として活用し、持続的な成長と企業価値の向上ならびに株主価値の増大に努
めてまいります。
自己株式の取得につきましては、当社の経営環境や財務状況、株価の推移等に応じて、機動的
に行う利益還元策のひとつとして位置付けておりますので、今後の状況を総合的に判断して対応
してまいります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める剰余金の処分につきましては、定

款の定め（2006年６月29日開催の第44回定時株主総会承認）により、取締役会決議で実施可
能としております。
当事業年度の剰余金の処分につきましては、2023年５月10日開催の取締役会において次のと
おり決議いたしました。

剰余金の処分に関する決議内容（2023年５月10日取締役会決議）
剰余金の配当

上記期末配当の実施により、2022年12月に実施した中間配当金１株当たり40円とあわせ
て、年間配当金は１株当たり95円となりました。
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連結貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
（有形固定資産）
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

（無形固定資産）
（投資その他の資産）
投 資 有 価 証 券
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

13,300,383
5,140,192
3,380,318
1,942,552
162,994
983,438
48,851

1,518,593
128,598
△5,157

6,377,676
(4,167,222)
1,348,216
1,267,980
373,771
1,171,754

5,500
(148,975)

(2,061,479)
1,042,011
893,749
10,225
115,492　

流 動 負 債 4,147,357
支払手形及び買掛金 810,319
電 子 記 録 債 務 1,590,389
短 期 借 入 金 450,000
未 払 法 人 税 等 448,748
未 払 消 費 税 等 45,498
賞 与 引 当 金 302,375
役 員 賞 与 引 当 金 74,000
そ の 他 426,027

固 定 負 債 489,740
退職給付に係る負債 487,090
そ の 他 2,650

負 債 合 計 4,637,098
純 資 産 の 部

株 主 資 本 14,458,425
資 本 金 1,617,000
資 本 剰 余 金 1,440,058
利 益 剰 余 金 11,648,041
自 己 株 式 △246,674

その他の包括利益累計額 582,536
その他有価証券評価差額金 405,009
為替換算調整勘定 175,868
退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額 1,658

純 資 産 合 計 15,040,961
資 産 合 計 19,678,059 負 債 純 資 産 合 計 19,678,059

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

(2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 14,500,120
売 上 原 価 9,936,350

売 上 総 利 益 4,563,769
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,163,517

営 業 利 益 2,400,252
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 27,994
為 替 差 益 116,968
そ の 他 8,036 153,000

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,228
保 険 解 約 損 10,485
支 払 補 償 費 2,830
そ の 他 1,046 16,591
経 常 利 益 2,536,660

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 98
減 損 損 失 6,546
投 資 有 価 証 券 売 却 損 527 7,172

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,529,488
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 801,297
法 人 税 等 調 整 額 2,311 803,609
当 期 純 利 益 1,725,878
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,725,878

連 結 損 益 計 算 書
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連結株主資本等変動計算書

(2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日  残 高 1,617,000 1,440,058 10,656,083 △246,674 13,466,467

連結会計年度中の変動額

剰  余  金  の  配  当 △443,259 △443,259

剰余金の配当(中間配当) △290,661 △290,661

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,725,878 1,725,878

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 991,957 － 991,957

2023年３月31日 残高 1,617,000 1,440,058 11,648,041 △246,674 14,458,425

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日  残 高 269,683 129,488 △11,463 387,707 13,854,174

連結会計年度中の変動額

剰  余  金  の  配  当 △443,259

剰余金の配当(中間配当) △290,661

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,725,878

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 135,325 46,380 13,122 194,828 194,828

連結会計年度中の変動額合計 135,325 46,380 13,122 194,828 1,186,786

2023年３月31日 残高 405,009 175,868 1,658 582,536 15,040,961

連結株主資本等変動計算書
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１．連結の範囲に関する事項

⑴　連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 旺昌電子股份有限公司

科陸電子貿易(上海)有限公司
⑵　非連結子会社の名称 KEL Europe GmbH

科陸電子(香港)有限公司
連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除外した子会社は小規模であり、総資産、売上高、当

期純損益および利益剰余金等は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響
が軽微であるため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社

KEL Europe GmbH
科陸電子(香港)有限公司

持分法を適用していない理由 上記１. ⑵に記載のとおり、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす
影響がいずれも軽微であるため、持分法の適用から除外しておりま
す。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち科陸電子貿易(上海)有限公司の決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作
成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、１月１日から連結決算日３月
31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準および評価方法

①　有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採

用しております。
市場価格のない株式等
　主として移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産の評価基準および評価方法
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）
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⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　15～50年
機械装置及び運搬具　　　 6 ～11年
工具器具及び備品　　　　 2 ～15年

②　無形固定資産 定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額
法によっております。

⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

③　役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する。

当社グループは主にコネクタ、ラック、ソケット等の電子部品を製造・販売しております。
当社グループでは、製品を顧客に納品することを履行義務として識別しており、 これらのうち製品
の国内販売については、多くの場合、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が
通常の期間であるため、主として出荷時に収益を認識しております。海外販売についてはインコター
ムズ等で定められた貿易条件に基づき危険負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引、リベート及び返品などを控除した金額で
測定しております。
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⑸　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
なお、在外連結子会社の資産および負債ならびに収益および費用は、在外連結子会社の決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めておりま
す。

②　退職給付に係る負債の計上基準
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会
計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してお
ります。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累
計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 16,699,735千円

KEL Europe GmbH 2,040千円

普通株式 7,743,000株

決　　議 株 式 の 種 類 配 当 金 の
総 額 ( 千 円 )

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年 5 月11日
取締役会 普 通 株 式 443,259 61 2022年 3 月31日 2022年 6 月 7 日

2022年11月 8 日
取締役会 普 通 株 式 290,661 40 2022年 9 月30日 2022年12月 6 日

計 － 733,920 － － －

決　　議 株 式 の 種 類 配 当 金 の
総 額 ( 千 円 ) 配 当 の 原 資 １ 株 当 た り

配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年 5 月10日
取締役会 普 通 株 式 399,659 利 益 剰 余 金 55 2023年 3 月31日 2023年 6 月 6 日

（連結貸借対照表に関する注記）

２．保証債務

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数

２．配当に関する事項
⑴　配当金支払額

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 ( 千 円 ) 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ）

⑴　受取手形及び売掛金 3,380,318 3,380,318 －

⑵　電子記録債権 1,942,552 1,942,552 －

⑶　投資有価証券

その他有価証券 1,030,011 1,030,011 －

⑷　支払手形及び買掛金 810,319 810,319 －

⑸　電子記録債務 1,590,389 1,590,389 －

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については元本割れリスクのない預金等に限定し、銀行等金融機関からの借
入および社債の発行により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低
減を図っております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建営業債権の為替変動リスクは、一
定の範囲内で先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は主として株式であり、上場
株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

２．金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日（連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について
は、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額12,000千円）は、「その他有価証券」には含め
ておりません。また、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しております。

(注）　時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しております。
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投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル1の時価に分類しております。

受取手形及び売掛金、ならびに 電子記録債権
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを
加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
なお、これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を
公正価値とみなしております。

支払手形及び買掛金、ならびに 電子記録債務
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日
までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時
価に分類しております。
なお、これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を
公正価値とみなしております。
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１株当たり純資産額 2,069円89銭
１株当たり当期純利益 237円51銭

品目別
合計

コネクタ ラック ソケット その他

工業機器市場 4,104,287 723,124 50,575 66,363 4,944,351

医療機器市場 1,005,260 509,021 1,933 1,921 1,518,137

画像機器市場 2,069,053 4,726 300 220 2,074,301

車載機器市場 2,827,512 1,157 － 33 2,828,703

遊技機器市場 1,368,340 17 187,573 306 1,556,238

その他の市場 1,484,427 60,638 2,652 30,669 1,578,387

顧客との契約から
生じる収益 12,858,882 1,298,686 243,035 99,515 14,500,120

外部顧客への売上高 12,858,882 1,298,686 243,035 99,515 14,500,120

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
　１．収益の分解

（単位：千円）

（注）「その他の市場」の主要な売上は通信機器、電子応用装置、事務用機械向けであります。
　２．収益を理解するための基礎となる情報

「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記（４）その他連結計算書類の作成の

ための基本となる重要な事項③収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

なお、支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりませ

ん。
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当連結会計年度

契約負債 23,034千円

　３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　　　　契約資産及び契約負債の残高等

　　　　契約負債は、主に製品の引渡前に顧客から受け取った前受金に関するものであります。
　　　　契約負債は、収益の認識に従い取り崩されます。

（その他の注記）
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
（有形固定資産）
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

（無形固定資産）
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

（投資その他の資産）
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

11,746,619
4,118,341

3,742
1,942,552
3,206,965
842,053
48,851

1,492,271
30,711
66,521
△5,392

6,506,957
(4,115,617)
1,289,557
38,124

1,244,260
1,341

365,078
1,171,754

5,500
(148,970)
35,300
62,301
51,369

(2,242,368)
1,042,011
40,799
114,770
893,749
126,439
24,599　

流 動 負 債 3,937,679
支 払 手 形 48,662
電 子 記 録 債 務 1,590,389
買 掛 金 631,136
短 期 借 入 金 450,000
未 払 金 265,002
未 払 費 用 65,124
未 払 法 人 税 等 413,142
未 払 消 費 税 等 45,286
預 り 金 46,879
賞 与 引 当 金 293,503
役 員 賞 与 引 当 金 74,000
そ の 他 14,552

固 定 負 債 492,124
退 職 給 付 引 当 金 489,474
そ の 他 2,650

負 債 合 計 4,429,804
純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,418,763
資 本 金 1,617,000
資 本 剰 余 金 1,440,058
資 本 準 備 金 1,440,058

利 益 剰 余 金 10,608,379
利 益 準 備 金 237,010
そ の他利益剰余金 10,371,369
圧 縮 記 帳 積 立 金 71,352
別 途 積 立 金 8,100,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,200,016

自 己 株 式 △246,674
評価・換算差額等 405,009

その他有価証券評価差額金 405,009
純 資 産 合 計 13,823,772

資 産 合 計 18,253,576 負 債 純 資 産 合 計 18,253,576

貸　借　対　照　表
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損益計算書

(2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 13,310,342
売 上 原 価 9,313,123

売 上 総 利 益 3,997,218
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,865,203

営 業 利 益 2,132,015
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 179,399
為 替 差 益 42,139
そ の 他 3,335 224,873

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,228
保 険 解 約 損 10,485
支 払 補 償 費 2,830
そ の 他 893 16,438
経 常 利 益 2,340,450

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 98
減 損 損 失 6,546
投 資 有 価 証 券 売 却 損 527 7,172

税 引 前 当 期 純 利 益 2,333,278
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 719,916
法 人 税 等 調 整 額 △9,303 710,612
当 期 純 利 益 1,622,665

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

(2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 　 計圧縮記帳

積 立 金
別 途
積 立 金

繰 越 利益
剰 余 金

2022年４月１日 残高 1,617,000 1,440,058 1,440,058 237,010 74,713 7,600,000 1,807,910 9,719,634
事 業 年 度 中 の 変 動 額

別 途 積 立 金 の 積 立 500,000 △500,000 －
圧縮記帳積立金の取崩 △3,361 3,361 －
剰 余 金 の 配 当 △443,259 △443,259
剰余金の配当（中間配当） △290,661 △290,661
当 期 純 利 益 1,622,665 1,622,665
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － △3,361 500,000 392,105 888,744
2023年３月31日 残高 1,617,000 1,440,058 1,440,058 237,010 71,352 8,100,000 2,200,016 10,608,379

株 主 資 本 評価・換算差額等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

2022年４月１日 残高 △246,674 12,530,018 269,683 12,799,701
事 業 年 度 中 の 変 動 額

別 途 積 立 金 の 積 立 － －
圧縮記帳積立金の取崩 － －
剰 余 金 の 配 当 △443,259 △443,259
剰余金の配当（中間配当） △290,661 △290,661
当 期 純 利 益 1,622,665 1,622,665
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) 135,325 135,325

事業年度中の変動額合計 － 888,744 135,325 1,024,070
2023年３月31日 残高 △246,674 13,418,763 405,009 13,823,772

株主資本等変動計算書
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準および評価方法

⑴　有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式
　移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
しております。

市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。

⑵　棚卸資産の評価基準および評価方法
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　15～50年
機械及び装置　　　　　　　 6 ～11年
工具器具及び備品　　　　　 2 ～15年

⑵　無形固定資産　　　　　　　　　定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
によっております。

３．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

⑶　役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

⑷　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとして
おります。

４．収益及び費用の計上基準
当社は、下記の５ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　ステップ３：取引価格を算定する。
　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
　ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する。
当社は主にコネクタ、ラック、ソケット等の電子部品を製造・販売しております。
当社では、製品を顧客に納品することを履行義務として識別しており、これらのうち製品の国内販売につ
いては、多くの場合、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるた
め、主として出荷時に収益を認識しております。海外販売についてはインコタームズ等で定められた貿易
条件に基づき危険負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引、リベート及び返品などを控除した金額で測定
しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 16,605,687千円

短期金銭債権 667,013千円
短期金銭債務 14,372千円

KEL Europe GmbH 2,040千円

営業取引による取引高
売上高 2,597,013千円
仕入高 67,848千円
その他 94,377千円

営業取引以外の取引による取引高 156,941千円

普通株式 476,457株

（貸借対照表に関する注記）

２．関係会社に対する金銭債権および金銭債務

３．保証債務

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類および株式数
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

賞与引当金否認 89,312千円
未払事業税否認 23,661
未払賞与社会保険料否認 13,822
棚卸資産評価損否認 12,826
退職給付引当金否認 148,947
関係会社株式評価損否認 16,845
関係会社出資金評価損否認 9,446
減価償却費損金算入限度超過額 7,739
減損損失否認 5,744
ゴルフ会員権評価損否認 2,706
その他 21,447

小計 352,501
評価性引当額 33,329

合計 319,171千円
（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 161,491千円
圧縮記帳積立金 31,209
その他 31

合計 192,732千円
繰延税金資産の純額 126,439千円

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

種 類 会社等の名称 議 決 権 の 所 有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額

（ 千 円 ） 科 目 期 末 残 高
（ 千 円 ）

子 会 社 科陸電子貿易
(上海)有限公司

所有
直接100.0％

当社製品の
販売

役員の兼任
製品の販売

（注） 1,055,330 売掛金 124,341

子 会 社 旺昌電子股份
有限公司

所有
直接100.0％

当社製品の
製造・販売
役員の兼任

製品の販売
（注） 595,323 売掛金 112,066

子 会 社 KEL Europe 
GmbH

所有
直接100.0％

当社製品の
販売・販売

支援
役員の兼任

製品の販売
　　（注） 571,509  売掛金 308,397

１株当たり純資産額 1,902円38銭
１株当たり当期純利益 223円30銭

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社

取引条件および取引条件の決定方針等
（注）価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項(2)収
益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
なお、支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりませ
ん。

（その他の注記）
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 津 佳 樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 　 康 二

2023年５月12日

ケ ル 株 式 会 社
　取　締　役　会　御　中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ケル株式会社の2022年４月１日から
2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその
他の注記について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ケル株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 51 －



2023/05/23 19:22:05 / 22946122_ケル株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び
実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 津 佳 樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 　 康 二

2023年５月12日

ケ ル 株 式 会 社
　取　締　役　会　御　中

有限責任監査法人トーマツ
　　　東　京　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ケル株式会社の2022年４月１
日から2023年３月31日までの第61期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
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・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までの第61期事業年度の取締役
の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（令和３年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針に係る事項に関する注記及びその
他の注記）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記及び
その他の注記）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　議長・常勤監査等委員 太 田 三 男 ㊞
　監査等委員 原 　 俊 彦 ㊞
　監査等委員 泉 澤 大 介 ㊞

令和５年５月17日
ケル株式会社　監査等委員会

（注）常勤監査等委員太田三男及び監査等委員泉澤大介は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規
定する社外取締役であります。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図
会場　パレスホテル立川　４階「ローズルーム」

東京都立川市曙町２丁目40番15号
ＴＥＬ　042-527-1111

パークアベニュー 髙島屋
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交通　ＪＲ立川駅北口より伊勢丹の脇の歩行者デッキを直進。
　　　髙島屋を越えてすぐ。徒歩約３分。

ご出席されます株主さま用の駐車場はご用意しておりませんので、公共の交
通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。
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